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 審 議 案 件 

 

 議 第 ２ 号  岳南広域都市計画地区計画（中島町地区計画）の決定 
          について（富士宮市決定） 
 
 
 報 告 事 項 

 

  （１） 景観法第８条の規定に基づく「景観計画」の策定の取り組み状況について 
 
  （２） まちづくり交付金事後評価について 
 
 
１ 審議に出席した委員（１５人） 
 

 水 口 俊 典  委員  竹 内 文 則  委員 

 寺 田 尚 稔  委員  井 出  健   委員 

 河原崎 信 幸  委員  斉 藤 秀 実  委員 

 望 月 芳 将  委員  稲 葉 晃 司  委員 

 山 口 源 蔵  委員  諸 星 孝 子  委員 

 望 月 光 雄  委員 
 續   富 久  委員 
【代理】松本 高好 

 鈴 木 義 勝  委員 
 【代理】石川 貴久 

 田 島 幹 夫  委員 

 渡 辺 さち子  委員  

 
２ 審議に欠席した委員（２人） 
 

 菅 原 由美子  委員  平 井 憲 明  委員 
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３ 説明のための出席者 
 
 議 第 ２ 号 

 
 市    長  都市整備部長 
 
 [都市計画課]   課 長 参 事  主 幹  主幹兼計画係長  計画係主幹 
 
 [建築指導課]   課 長 主幹兼建築指導係長 建築指導係主査 
 
 
 報告事項１ 

 [都市計画課]   課 長  参 事  主 幹  主幹兼計画係長 計画係主査 
 
 報告事項２ 

 [都市計画課]   課 長  参 事  主 幹  主幹兼計画係長  
都市整備係主幹 
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進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 定刻となりましたので、ただいまから平成１９年度第２回富士宮市都市計画審議会を

開会させていただきます。 
 皆様には、御多忙の中御出席いただきましてありがとうございます。 
 開会に先立ちまして、新任の委員をご紹介させていただきます。 
 商工業の分野から、これまで富士宮商工会議所、篠原松太郎様に委員をお勤めいただ

きましたが、今回から、同じく富士宮商工会議所副会頭の河原崎信幸様に委員をお願い

いたします。 
 河原崎様よろしくお願いいたします。 
  次に、欠席の委員について報告します。 
 菅原由美子委員、平井憲明委員から、本日所用のため欠席との連絡がありましたので

報告します。 
 次に代理出席の委員について報告します。 
 本日、公務の都合により、續富久委員の代理といたしまして、富士宮警察署交通課長

の松本高好様に、また、鈴木義勝委員の代理といたしまして、静岡県富士土木事務所技

監の石川貴久様に代理出席をいただいております。 
 よろしくお願いいたします。 
 ここで市長からご挨拶をさせていただきます。 
 
市 長 

 本日は、公私ともにお忙しいところ平成１９年度第２回富士宮市都市計画審議会に御

出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 皆様方におかれましては、日頃より市政全般に渡りまして多大な御協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 
 さて、年度末、本日で富士宮市議会２月定例会が閉会いたしました。 
 ２月２２日からでございますので、おおむね１ヶ月間でありましたが、今回の議会で

は、１５人の議員から一般質問がありました。２２人の議員のうち１５人の議員から質

問がありましたことから、その比率は非常に高いものがあります。 
 新年度に向けて私が施政方針を行ったわけですが、それに対しまして、それぞれの会

派から代表者が６人質問に立ち、具体的な質問項目は１５０にも上りました。 
 それに加えまして、当初予算の審議もございましたので、予算審議だけで丸２日間、

多種多様な角度から市政に対するご意見をいただきました。 
 このことは、産業構造の変化、少子・高齢化社会、地球環境問題、さらには人口減少

時代の到来と、時代の大きな転換期を迎えているからこそであると考えております。 
 議員の皆様には、それぞれの角度から、いま申し上げました問題について大変熱心に

取り組んでいただいているということでございます。 
 こうした状況というのは、これまでの自治体運営の根拠となっていた前提が変化して

いるからであると思っております。 
 その前提というのは、上から下へといった縦の感覚といったものが、社会全般におい
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て無くなってきているということではないかと思います。 
 行政でいえば、これまでは国から県、県から市町村といった流れにより都市のインフ

ラを造ろうとしてきたのに対し、現在は地方分権という大きな流れの中で、より住民に

近い市町村の役割が大変重要となった、その証拠であると考えております。 
 地方分権という考え方が、単なる言葉だけで無く、行政運営全体が住民とともにとい

う感覚になっているのではないかと思います。 
 そのことが、住民の側にも変化をもたらしているのではないかと思います。 
 「まちづくり」に積極的にかかわりを持ち、自分たちの住む「まち」をより良くして

いくことに関心を持つ人が増えてきていることにより、現在の「まちづくり」において

は「ハード事業」「ソフト事業」を問わず、住民との協働が不可欠となっております。 
 本日、ご審議いただきます中島町地区計画は、地域の地権者が協力して土地区画整理

事業を行ったのを契機に、住民との合意形成の中でまちづくりのルールを定め、周囲の

自然環境と調和した、安全で良好な住環境を作っていこうとするものでありますことか

ら、これも住民との協働によるひとつの成果ではないかと私は受け止めております。 
 ただいまより、委員の皆様方には専門的な見地からご審議を願いするわけですが、ま

た、積極的なご意見を賜りたく存じます。 
 最後に、今後とも市政発展のために変わらぬご協力をお願い申し上げまして、簡単で

はございますがご挨拶とさせていただきます。 
 
進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 ありがとうございました。 
 ここで市長は公務のため退席いたします。 
 
 それでは、本日の会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の確

認をお願いいたします。 

 配布資料は、３月５日付けで送付させていただきました資料といたしまして、本日ご

審議いただきます「提出議案書」また、本日配布させていただきました資料として、「富

士宮市都市計画審議会次第」「委員名簿」「席次表」、報告事項１の資料といたしまして

「景観法への取組みについて」「富士宮市景観形成基本計画（素案）」、報告事項２の資

料といたしまして「まちづくり交付金のパンフレット」「富士宮市中心市街地活性化事

業を紹介しましたチラシ」の以上となっております。 

 以上資料漏れ等ございませんでしょうか。 

 

 それでは、お手元の次第よりただいまから審議をお願いいたします。 
 以降の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして水口

会長にお願いいたします。 
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水口会長 

 みなさんこんにちは。 

 今期のこのメンバーになって本日は２回目の審議会となりますが、本日の議題は地

区計画です。 

 これは土地区画整理事業を行って、それと一体として地区計画を定めていくという、

かつては一番多いタイプのものでありましが、今では土地区画整理事業自体が市街化

の成熟とともに少なくなってきていることから、富士宮市においても久しぶりの案件

であります。 

 また審議の後でかなり重要な事項の報告がございますので、皆様よろしくお願いい

たします。 

 審議に入る前に、まず本日の出席者の確認ですが、先ほどの報告で２名の欠席

とのことですので、出席委員は１５人であることから過半数に達しており、富士

宮市都市計画審議会条例第７条の規定により会議は成立いたします。 
 次に、会議の公開ですが、審議会運営要領では原則公開となっておりますが、

本日は公開を妨げる特段の理由はございませんので、本日の会議を「公開」により

議事を行いたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 
 

………「異議なし」の声あり……… 

 

 次に、審議会運営要領により、会議録の署名人を指名したいと思います。 
 本日の署名人を斉藤秀実委員にお願いいたします。 
 それでは審議に入ります。 
 本日の議題は議第２号岳南広域都市計画地区計画中島町地区計画の決定につ

いてです。それでは、議第２号について事務局から議案に対する説明をお願いい

たします。 
 
都市計画課長 

 都市計画課長の角入と申します。よろしくお願いいたします。 

 議第２号岳南広域都市計画地区計画中島町地区計画の決定について説明させていた

だきます。 

 なお、この議案につきましては、去る２月２９日付けで富士宮市長より諮問をさせて

いただいております。 

 議案書６ページの議第２号附図、№１をお開きください。 

 また、正面のスクリーンに同じものを映しますのでご覧ください。 

 今回、地区計画の決定を予定していますのは、市街地西部地区の富士宮市中島町にお

ける面積約１．１４ヘクタールの区域であります。 

 本地区におきましては、周辺の道路はそれなりに整備をされまして、その道路に沿っ

てミニ開発などにより宅地化が進んだ結果、中に残った農地の土地利用がしにくい状況

となってしまった区域であります。 
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 そのような状況の中、地主の皆様が高い減歩率でもかまわないのでまちづくりを行い

たいとの意向により、組合施行の土地区画整理事業を行いました。 

 また、道路や宅地を造るだけでなく、まちづくりのルールも定めてより快適な住環境

を目指したいとのことから、全員合意で地区計画を定めていこうというものであります。 

 それでは理由及び決定理由を朗読させていただきます。 

 まず理由でありますが、議案書４ページをお開きください。 

 「本地区は、組合施行により土地区画整理事業が行われている地区である。 

 周辺地域は自然環境に恵まれた住宅地域であるため、整備された地域の住環境を将来

的にも守っていく必要がある。 

 このため、地区計画により、建築物の規制・誘導を行い秩序あるまちづくりを推進す

るため、本案のとおり決定する」であります。 

 次に決定理由を朗読いたします。議案書５ページをお開きください。 

 「富士宮市中島町地区は市街地西部地区にあり、北東に富士山を望み、西は一級河川潤井

川が流れる環境の良い住宅地域である。 

 当計画地の土地利用状況は、水田が大半で一部畑として利用されている。 

 計画地内は狭あい道路及び未整備の水路しかなく、放置すれば無秩序に住宅が建設され、

住環境が悪化することが懸念されている地区である。 

 このような無秩序な宅地化の進行を防止することが重要課題となっており、計画的に道路

を整備し、良好な宅地を確保するため、地域の地権者が協力して土地区画整理事業が行われた。 

 本計画は、土地区画整理事業による建物の計画的な整備を進めるとともに良好な住環境を

確保するためのまちづくりルールを作成し、周囲の自然環境や住宅地景観と一体となった安

全で良好な住環境の形成を図ることを目標とする地区計画を決定するものである。」 

 以上が決定理由であります。 

 続きまして、担当から地区計画の内容についてご説明いたします。 

 

計画係主幹 

私からは中島町地区計画の内容についてご説明させていただきます。 
 初めに議案書３ページの地区整備計画について御説明いたします。 

 地区計画の名称は「中島町地区計画」であります。 

 地区の面積は約１．１４ヘクタールです。 

 中島町の用途地域は、第２種中高層住居専用地域で、建ぺい率６０％、容積率１５０％

となっております。 

 第２種中高層住居専用地域の建築物の用途の制限は、住居専用地域としてはかなり緩

和されておりますので、建築物の混在を防ぐために、地区の地権者が中心となり第１種

低層住居専用地域並みの用途の制限を取り入れて、風通しが良く良好な住環境の形成を

図ることを目標とする地区計画を策定いたしました。 

 まず建築物の用途の制限については、次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築し

てはならないとしています。 

 建築することができる建築物としましては、①住宅、②兼用住宅その他これらに類す

るもののうち建築基準法施行令第１３０条の３で定めるものとしておりますが、建築基
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準法施行令第１３０条の３とは、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次

に掲げる用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メ

ートルを超えるものを除くものであります。 

 建築することが出来る具体的な建築物としては、事務所、食堂、喫茶店、理髪店、美

容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車

店、家庭電気器具店、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐店、菓子

屋、学習塾、華道教室、囲碁教室などであります。 

 ③共同住宅、④診療所、⑤店舗、飲食店その他これらに類するもののうち建築基準法

施行令第１３０条の５の３で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が  

５００平方メートル以内のもので、３階以上の部分をその用途に供するものを除くとし

ております。 

 この法施行令第１３０条の５の３で定める建築物は、兼用住宅の建築することが出来

る建築物と同一のものです。 

 ⑥前各号の建築物に付属するもの、建築基準法施行令第１３０条の５の５で定めるも

のを除くとしておりますが、この法施行令第１３０条の５の５で建てられるものとは、

自動車車庫です。 

 次に、建築物の容積率の最高限度は１５０パーセントです。 

 次に建築物の敷地面積の最低限度は１８０平方メートルと設定いたしました。 

 これは、狭小敷地による住居環境、安全、衛生等の悪化を防止するため定めるもの

であり、１８０平方メートルの根拠としては、静岡県第８期住宅建設５ヶ年計画に示す

高齢者夫婦を含む２世帯住宅の一般型誘導居住水準の床面積の目標１６４平方メート

ルと、この地区の建ぺい率６０パーセント、容積率１５０パーセント及び用途の種類を

配慮し決定いたしました。 

 この最低敷地の制限には適用の除外を設けており、区画整理事業開始以前から建築

物の敷地として使用されている土地、又は、区画整理事業の換地において発生した土地

で、最低敷地を下回っている土地については、最低限度の１８０平方メートルは適用し

ないとしております。 

 これは、従前の居住者や換地の土地に対する救済措置で、敷地分割を行わない限り

適法に建築物の建築ができるよう適用除外の措置をとっております。 

 次に壁面の位置の制限については、出窓等を含む建築物の外壁又はこれにかわる柱の

面は、隅切り部分を除いて道路境界から１メートル以上、隣地境界から１メートル以上

離さなければならないとしております。 

 この制限は、敷地内の空地の確保、良好な街区景観の形成を目的に設定をいたしまし

た。 

 ただし、別棟の自動車車庫の用途に供するもの、物置その他これらに類するもので、

地盤面からの高さが３メートル以下の場合や、調整池との境界線については、良好な街

区景観の形成等に影響が少ないこと、また、調整池に隣接する敷地については奥行きが

ないことなどから最低限度の１メートルは適用しないとしております。 

 次に、建築物の高さの最高限度は１２メートルと設定いたしました。 



 - 8 -

 １２メートルの根拠といたしましては、この地区の方針でもありますように、快適な

住環境の確保、日照などの確保、良好な街区景観の保持を目的に、３階以下の建物を許

容する高さとして最高高さを１２メートルと設定いたしました。 

 次に、外壁・屋根等の色彩については、建築物の屋根･外壁及び屋外広告物は、周辺

環境と調和する落ち着いた色彩とすることを定めております。 

 次に、かき又はさくの構造制限については、道路に面するかき又はさくの構造は、

地盤面からの高さが６０センチメートル以下のものや、門及び袖壁で長さが左右それぞ

れ２メートル以下の部分を除き、生垣又は透視可能なフェンス、その他これらに類する

開放性のあるものとするとしています。 

 これは、良好な街区環境の保全、形成、また生垣などによる緑化の推進を図り、潤

いあふれるまちづくり目的として定めております。 

 以上で中島町地区計画の内容についての説明を終わります。 

 議案書の内容についての説明については以上でありますが、今日に至るまでの住民の

方々への説明会等についてご説明させていただきます。 

 本地区計画の策定にあたりましては、これまで４回の説明会を開催しております。 

 第１回は平成１８年１２月２０日、ＪＡ富士宮西部支店において地区計画制度につい

て説明会を行い、２１人の方に参加をいただきました。 

 第２回は平成１９年６月２９日、同じくＪＡ富士宮西部支店において、中島町地区計

画の概要について説明会を行い、１６人の方に参加をいただきました。 

 第３回は平成１９年９月４日、中島町土地区画整理事業組合長宅におきまして、地区

計画の内容についての説明会を行い、１７人の方に参加をいただきました。 

 第４回は平成１９年１１月２日、同じく組合長宅におきまして、地区計画の内容につ

いての説明会を行い、１６人の方に参加をいただきました。 

 その後、地区計画の原案を作成するため、富士宮市地区計画等の案の策定手続きに関

する条例第２条に基づき、富士宮市役所都市計画課において平成２０年１月２２日から

平成２０年２月５日までの間、地区計画原案の縦覧及び意見書の提出期間を設けました。 

 縦覧者は７人で、意見書の提出はありませんでした。 

 この結果を受け地区計画の案を作成し、都市計画法第１７条第１項の規定により、富

士宮市役所都市計画課において平成２０年２月２５日から平成２０年３月１０日まで

の間、計画案の縦覧及び意見書の提出期間を設けました。 

 縦覧者は１人で、意見書の提出はありませんでした。 

 以上、簡単ではございますが、事務局からの説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この件に関しまして質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 
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稲葉委員 

 先ほど、説明会についてお話がありましたが、その中でどのような意見が出されたの

か教えていただきたいと思います。 

 また、壁面位置の制限の中で、市長がやむを得ないと認めた場合は制限を受けないと

ありますが、想定されるものとしてはどのようなものがあるか教えていただきたいと思

います。 

 もう一点は、調整池について、周囲の水路から水を引っ張ってきていると思うのです

が、防火水槽的な役割を果たすのでしょうか。 

 

計画係主幹 

 説明会の中で出た意見といたしましては、壁面位置の制限の中で、当初は南側の敷地

の北側部分については隣地後退を１．５メートルとし、北側の敷地の日照に配慮しては

どうかとの意見がありましたが、中には奥行きが狭い敷地の方もいらっしゃいましたの

で、１メートルということで統一をさせていただきました。 

 次に市長が特に認めたものとはどのようなことを想定しているのかというご質問で

すが、特に何かを想定したものではなく、現時点においては想定のできないケースがあ

った場合、地区計画の趣旨や住民の皆さんの意向に反するものでなければこの条文によ

り対応することができるよう定めているものであります。 

 次に調整池に関するご質問ですが、この調整池は大雨に対応するための防災施設であ

りますので区域外からの流入はありません。 

 

稲葉委員 

 ありがとうございました。私はこの近所に住んでおりましたので、当時はこの周辺は

ほとんどが水田でありましたが、今回この地区が区画整理と地区計画により宅地が整備

されたということは大変良いことではないかと思います。 

 このようなケースをモデルとして今後も取り組んでいただきたいと思います。 

 

水口会長 

 ちなみに地権者は何人ほどいらっしゃったのでしょうか。 
 
計画係主幹 

 地権者は２７名ですが、そのうちの１７人は１箇所の共有者であります。 

 

望月（芳）委員 

 先日、市議会の都市建設委員会において現場を見せていただき、上下水道はすでに整

備されていると聞きましたが、電柱は立っておりませんでした。 

 今後はこのように整備された場所ではまち並みや景観ということにも配慮していか

なければいけないと思いますが、電柱についてどのような配置で立てられるのかをお伺

いしたいと思います。 
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計画係主幹 

 景観の観点から言えば電柱の地中化なども考えられますが、その場合は多大な費用が

かかり、保留地の価格にも影響がでることから、通常の電柱を設置していくことになる

と考えております。 

 電柱の位置につきましては、今後電気事業者が地権者の方と協議して決定していくこ

ととなります。 

 

望月（芳）委員 

 仮に、電柱を地中化したとすればどの程度の費用がかかるのでしょうか。 

 

都市計画課長 

 電柱の地中化に関しては、電気事業者と道路管理者などで地中化の計画を策定し、地中

化したときにそれなりの効果が認められる場所でなければ地中化はできない状況にあります。 

 また技術的な問題としては、電線は地中化されますが、変圧器のボックスは地上に設置しな

ければなりませんので、それらを置くスペースを確保する必要もあることから、さまざまな条件

が揃わないと地中化は難しい状況にあります。 

 

渡辺委員 

 ただいま景観についてのお話がありましたが、地区計画の中に建築物の色彩は周辺環

境と調和する落ち着いた色彩とするとありますが、具体的な色彩の基準があるのでしょ

うか。 

 

計画係主幹 

 具体的な色彩の基準はありませんが、周囲から飛びぬけた色彩の建物を制限していこ

うという趣旨で定めてございます。 

 

水口会長 

 そのほかご質問、ご意見はございますか。 
 それでは私から質問させていただきますが、南側に都市計画道路がありますが、この

進捗状況はどうなっていますか。 
 
計画係主幹 

 南側の都市計画道路小泉大中里線については現在計画決定のみで整備はされており

ません。 

 なお、この南側の部分については、区画整理事業の区域には含まれていますが地区計

画の区域からは外してあります。 
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望月（光）委員 

 最低敷地の制限について適用除外が設けられていますが、今回これに該当する敷地が

ありますか。 

 

計画係主幹 

 区画整理事業の換地上１件について１２０平方メートルの敷地があります。 

 

水口会長 

 そのほかご質問、ご意見はございますか。 
 それでは私からもう一点質問させていただきますが、この地区計画について地元の合

意は十分されていることと思いますが、地区計画に基づいてこれを建築確認まで結び付

けようとすると建築条例が必要となると思いますが、建築条例の制定についてどのよう

に考えておられるのでしょうか。 
 
都市計画課長 

 本日の審議会においてこの地区計画をご承認いただけましたら、来月４月１日に地区計画

の告示を行いたいと考えております。その告示番号を持って建築基準条例の制定を行ってい

く予定で準備を進めており、来年度の市議会６月定例会に上程したいと考えております。 

 

水口会長 

そのほかご意見、ご質問がございますか。 
 それでは、これまでの議論の中で、この案について修正すべきだとのご意見はありま

せんでしたので、本日ご提案のあった都市計画の案で、都市計画上適切なものと認める

ということで答申を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 
 

・・・・・・・ 異議なしの声 ・・・・・・・・ 

 

水口会長 

 異議なしと認め、都市計画上適切なものと認めるとのことで取り計らわせていただき

ます。 
 
 本日の審議は以上です。ここで、この後の議事に関係の無い職員は退席してください。 
 
 次に次第の４報告事項に移ります。 
 報告事項の（１）景観法第８条の規定に基づく景観計画策定の取り組み状況について

事務局から説明をお願いいたします。 
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計画係主査 

 私からは、報告事項（１）「景観法第８条の規定に基づく景観計画策定の取り組み状況につ

いて」ご説明させていただきます。 

 それでは、資料№１の「景観法への取組みについて」をご覧ください。  

 本市は、平成６年度に景観形成の方針を定めた景観形成ガイドプランを策定し、平成７年度

には富士宮市都市景観条例を制定し、開発行為や大規模な建築物の景観誘導、中心商店

街に都市景観形成モデル地区を指定するなど、良好な景観の創出に努めてまいりました。 

 しかしながら、このような市独自の条例による取組みはいざというときに強制力がないなど、

一定の限界があるなどの問題がありました。 

 こうした状況を受け、国がこのような自治体を後押しするかたちで平成１６年「景観法」を施行

しました。 

 景観法は、我が国初の景観に関する総合的な法律として、景観を整備・保全するための基

本理念を明確にし、住民、事業者、行政の責務を明確にしています。 

 さらに、実行法としての、景観形成のための行為規制を行なう仕組みや支援の仕組みも揃

えています。 

 

 この景観法を活用し景観行政を推進していくためには、まずは、景観法を運用することので

きる景観行政団体になり、景観行政団体が景観法の手続きにしたがって定める「良好な景観

の形成に関する計画」である景観計画を定めなければなりません。 

 本市は、静岡県との同意協議により昨年８月１日に景観行政団体になりました。そして、今年

度より、景観法に基づくより良い景観形成を推進していくために景観計画に着手しています。 

 

 都市計画審議会の役割としては、景観法第９条第２項により、景観計画を定める場合は、都

市計画区域内については、都市計画審議会の意見を聴くこととなっています。 

 今後も、景観計画の策定にあたり都市計画審議会の開催にあわせご報告させていただきま

すので、よろしくお願いします。 

 

 次に景観計画の策定体制についてですが、策定にあたっては、３つの組織で計画策定を進

めております。 

１つめは、より良い景観形成を進めていく上で、市民のみなさまの意見や参加が必要である

ことから、地域団体・市民団体・業界団体の１２名と、公募市民３名の合計１５名から構成する

景観市民懇話会を設置し、市から提示する景観形成の課題等について検討しています。 

２つめは、庁内組織として、景観の要素は多岐に渡ることから、関係１５課で構成する景観

計画庁内検討会を設置しています。 

 ３つめは、オーソライズ組織として、景観審議会では市民懇話会や庁内検討会でまとめた意

見について協議を行い市に提言します。また、都市計画審議会では、都市計画区域内の方

策等について、意見を聴取していきます。 
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 次に策定の流れについてご説明させていただきます。 

 平成１９年度は、現地調査、景観形成施策の実績、関係課へのヒアリングを踏まえ、景観形

成方針の素案を作成し、その方針を実現するための方策について検討し実施方策の候補を

設定しました。 

 そして、景観法に基づく方策の方針や内容を示す景観計画の素案を作成しました。 

 平成２０年度は、主要方策の候補について検討し、実施方策の案を取りまとめます 

 また、広く市民の意見を取り入れるためパブリックコメントを実施します。 

 平成２１年度は、パブリックコメントを踏まえ景観形成基本計画及び景観計画、景観条例を

取りまとめ、景観計画、景観条例を告示、公布していきます。 

  

 つづきまして、資料№２の「富士宮市景観形成基本計画（素案）」について、ご説明させてい

ただきます。 

 本計画の構成は、序章、第１章「景観の特性と課題」、第２章「景観形形成方針」、第３章「景

観形成方策」となっています。 

 それでは、各章ごとに説明させていただきます 

 序章では、景観の言葉の意味、景観の定義、景観づくりの効果を示しています。 

 次に景観法の枠組みについてですが、現在の枠組みは、市独自の条例により景観行政を

行っていますが、景観法が施行されたことにより、市が景観行政団体となり、景観計画を定め

ることで法にもとづく景観誘導が可能になります。 

 そのために、まずは、これまでの景観形成基本計画の見直し行い、その基本計画を景観計

画に定めることにより、これまでの市独自で行なっていた景観誘導が法に基づくものとなりま

す。 

第１章では本市の景観の特性と課題について示してあります。 

本市の地形やまちの形成について示し、また、本市の景観の特性を、自然景観、農村景観、

市街地景観、公共施設景観、歴史景観、富士山の眺望に分類して示しています。 

次に、２９ページから３２ページでは、景観方策の実績として、これまでの都市景観条例の

大規模建築物などの景観誘導の取組みや神田、中央・駅前地区の門前町の景観づくりの取

組み、その他の富士山や河川の美化運動、緑の保全の取組みの方策について示してありま

す。 

次に３３ページでは、これまでの都市景観条例などの景観方策の実績や、景観法の施行、

市民の意識の醸成、広域的な景観づくりの対応に対する問題や課題について示されていま

す。 

次に３４ページから３６ページでは、これまでの本市の自然景観、農村景観、市街地景観、

公共施設景観、歴史景観、富士山の眺望の景観の特性について示してきましたが、それらの

特性を踏まえて各景観に関する問題や課題を示してあります。 

 

３７ページからの第２章では、景観形成の方針を示しております。 

これまでご説明させていただいた部分は、富士宮市の景観の成立ちや現在の景観の特性

や課題の取りまとめを行なったものですが、これからご説明させていただく部分は、これまでの
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内容をうけて今後景観づくりをどのようにしていくかという景観形成の方針や方策の部分になり

ます。 

 

景観形成の目標は、これまでの基本計画と同様に「富士山の庭園都市へ」ということで考え

ています。 

平成７年に作成した基本計画でも同様の方針を掲げており、まだ１０数年しか経過しておら

ず、本市の総合計画でもこの目標を掲げていることから引き続きこのキャッチフレーズを掲げ

ていこうと考えています。 

 また、前回の基本計画では、「富士山の庭園都市へ」のみの記載で景観の将来像について

の具体的な記載が弱かったことから、今回の計画では、３７ページの図と３８ページの記載によ

って本市の景観の将来像について示してあります。 

 この将来像の部分については、先日開催された景観審議会で意見をいただいておりますの

で、その意見に対応する予定です。 

次に３９ページでは、前述の景観の将来像をうけて景観形成の基本方針について示してい

ます。 

これまでの基本計画では、自然、歴史・文化、田園と市街地で１つ、都市施設・都市開発の

４つの方針を示していましたが、今回は見直しを行ない７つの方針となっています。 

１つ目は、前回１つになっていた田園・市街地の方針を市街地だけでなく農村や集落の景

観を守っていくことも重要であることから、農村と市街地を分けて方針を示しています。 

また、６つ目の方針であります富士山の眺望については、とても重要であることから１つの方

針として打出してあります。 

７つ目の市民協働による景観づくりの方針ですが、これからの景観づくりは市民協働が欠か

せないことから１つの方針として掲げています。 

次ページ以降５３ページまで自然景観、農村景観、市街地景観、公共施設景観、歴史景観、

冨士山の眺望、協働の景観づくりの各方針について示しています。 

次に５４ページから６０ページまでは、ゾーン別景観形成基本方針について示してありま

す。 

これまでの計画の内容を踏まえまして、５つのゾーンに分けてあります。 

そして、先程の基本方針の内容を割り振る形で示し、またはそのゾーンで特に重要な景観

については抽出してそのことについて景観形成の方針や方策について示してあります。 

次に６１ページからは景観形成方策になりますが、これからこのような事をやって行きたいと

いう内容が示してあります。 

まず、主要方策の候補ですが、現在すでに実施され継続していく方策やこれから検討して

いく方策が示されています。 

このような取組みが景観に結びついているということを市民の皆さんにも分かっていただく

ためにも、景観づくりに関する主要な方策を景観形成基本方針の体系ごとに示してあります。 

そのような中でも６４ページ以降には、今後重点的に推進する方策の候補について示して

います。ここに掲げられている候補は、まずは「現在の景観条例の大規模建築物などの誘導

を景観法に移行すること」そして新たな方策としては「景観上重要な場所やその場所からの富
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士山の眺望の保全に関すること」、「豊かな緑や水を活用、保全すること」、「市独自の屋外広

告物条例を制定すること」など、また市民の意識向上の取組みとして「景観まちづくり表彰」な

どの方策の候補を挙げ実現の可能性を協議してまいりました。来年度はどの方策を行なうの

か選び、方策の具体的な内容について検討していく予定です。 

以上で報告事項「景観法第８条の規定に基づく「景観計画」策定の取り組み状況について」

の説明を終わります。 

 

水口会長 

ありがとうございました。 

それではただいまの報告について委員の皆様のご意見、ご質問をお願いいたします。 

 

質問等は無いようですが、事務局から補足の説明等はありますでしょうか。 

 

 

都市計画課長 

 本日皆様にお配りいたしました景観計画の素案は、過日、同じものを都市景観審議会

においてもご審議をいただき意見をいただいていますことから、内容についてこれから

修正を加える予定でおります。 
 皆様には、本日このように大量の資料をお示しして、この場ですぐご意見をください

といってもなかなか難しいと思われますので、今月中にご意見をいただければできる限

り反映させていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
河原崎委員 

景観というと、どうしても見た目の美しさといったものに捉えられがちですが、私は美しい景

観といのは人間の感性に訴えるもので、そこには見た目だけでなく音であるとか匂いといった

ものも含まれてくるのではないかと思います。 

私が問題であると感じているのは、朝霧地域は大変すばらしい景観を構成しているのです

が、家畜のし尿のにおいがどうしても気になるわけです。 

酪農という営みのなかでどうしようもないものであるとは思いますが、朝霧を訪れる観光客の

皆さんはどのように感じているかが心配です。 

本日お示しいただいた資料にはそれらの記述は特にされておりませんでしたので、どのよう

なお考えでいるのかお伺いしたいと思います。 

 

都市計画課長 

 これは大変難しい話で、朝霧の美しい牧草地の景観は、酪農の営みがあって初めて成

り立つものであります。 
 その酪農を営む場合は、どうしても匂いという問題も出て参ります。 
 これらをどのように調和させていくかというのは非常に難しい問題でありますので、

皆様のお知恵をいただきながら今後進めて参りたいと考えております。 
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水口会長 

 そのほか、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 
 さきほど説明がありましたように、非常に多量な資料でありますので皆様お帰りにな

られてから内容を見ていただき、ご意見等がある場合は事務局まで連絡していただきた

いと思います。 
 私から１つ質問ですが、この都市計画審議会との係わりについて、富士宮市の条例に

は景観審議会が位置づけられており、景観法には都市計画審議会の役割が明記されてお

ります。 
 このことについて、景観審議会と都市計画審議会の役割分担といったものについては

今後どのようなお考えでおられるのでしょうか。 
 
主幹兼計画係長 

 会長がおっしゃられましたとおり、現在、市には条例に定められた景観審議会がございます

が、景観法の中には景観審議会の位置づけはなく、都市計画審議会のご意見を聴いた中で

計画を定めることとなっておりますことから、現在は法と条例が矛盾した形となっておりますの

で、今後、市の条例を景観法に移行していく中でこの二つの審議会の位置づけにつきまして

も検討させていただきたいと考えております。 

 

水口会長 

 すでに景観法に移行している自治体では、景観審議会を置いてより幅広い景観施策に

ついて検討を行っているところや、都市計画審議会の分科会的な役割としているところ

もあるなどいくつかのやり方があるようですから、今後検討していただきたいと思いま

す。 
 
望月委員 

 景観に関する取組みはどうしても規制といったものが多くなってくるのではないか

と思いますが、計画書にもありますように本市はさまざまな景観要素を持っていること

から、一律的なものでなく地域の特性に応じた取組みを行っていただきたいと思います。 

 

都市計画課長 

 ご指摘のとおり、まちづくりとの調和を考えながら進めて参りたいと考えております。 
 
竹内委員 

 この景観に対する取組みは、これまでの開発志向や急激な都市化の中で課題となり、

法による規制によってコントロールが必要となったという趣旨で制定されたのではな

いかと思います。 
 ここで重要となってくるのが、まち全体のグランドデザインの意識をしっかり持つと

いうことではないかと思います。 

 富士宮市は浅間大社を中心とした門前町の部分と、富士山を中心とした自然との調和とい
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った意識をしっかりと持たれているとの印象がありますので、今後２０年、３０年先に向けて、住

民と一体となり、グランドデザインをしっかりと意識していくことがよりよい景観づくりに繋がって

いくのではないかと感じています。 

 その中で、産業の振興とどのような調整を図っていくのかというのが重要であると考えており

ます。 

 また、昨今、食の安全といったことが人々の関心を集めており、地産地消という考え方が急

速に広まってきていることから、農業に対する考え方がこれまでと大きく変化してきておりま

す。 

 農業を含めた産業全体と景観とがどのような関わりをもって今後取り組んでいかれるのかが

重要であると考えております。 

 

都市計画課長 

 富士宮市のグランドデザインのベースとなるものに土地利用計画というものがあり

ます。 
 この土地利用計画は本審議会会長の水口先生と一緒に作っていただいたのですが、 

その土地利用計画の中には、企業を誘致するゾーンであるとか、自然を保全するゾーン

などを定めております。 
 また、農業の分野におきましては、今回の景観法は農林水産省も積極的にかかわって

制定されたと聞いておりまして、その点からも農村景観等についてもかなり突っ込んだ

施策を行うことができる内容となっております。 
 実際にどのような施策を展開していくかというのは農政サイドの判断になりますが、

今回の景観計画の中では、これら農業に関する施策に取り組むことができるよう、少な

くとも入口だけは作っておきたいと考えております。 
 
水口会長 

 それではこの件につきましては、先ほど説明がありましたようにご意見等がある場合

には事務局へお伝えいただきたいと思いますとともに、これから２年間をかけて景観計

画を策定されるとのことですので、非常に重要な計画であることから折りある毎にご意

見を伺う機会があると思いますので、皆様よろしくお願いいたします。 
 次に、報告事項（２）まちづくり交付金事後評価について説明をお願いいたします。 
 
都市整備係主幹 

 まちづくり交付金事後評価について説明させていただきます。 
 富士宮市では、平成 16 年度から平成 20 年度までの５ヶ年計画でまちづくり交付金
事業「富士宮駅周辺地区」の事業を実施しております。 
 まちづくり交付金とは、市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される事

業に対して国が交付金を交付する制度であります。 
 このまちづくり交付金の制度を利用し、市町村は地域の創意工夫を活かした総合的、

一体的なまちづくりを進めることが可能となっております。 
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 富士宮市ではこの都市再生整備計画に、浅間大社・神田川周辺を都市のシンボル軸と

しての整備と、富士宮駅から浅間大社に至る商店街地区の高質空間形成施設等の整備を

位置付け、まちづくり交付金により一体的に事業を推進し、ほぼ同時に完成させること

でまちの文化的空間整備を進めて参りました。 
 また提案事業として、中心市街地への来街者及び、地元商店街等での働く女性を支援

し、居住人口の増加と来街者のサービス向上を目指すものとして、子育て支援センター

を併設した、富士宮市立大宮保育園園舎改築事業等を行って参りました。 
 このようにまちづくり交付金は、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、

まちづくりの目標を達成するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成し、

これに則して成果を意識しながら事業を実施するわけですが、交付期間最終年度に目標

の達成度を評価するとともに、必要な改善点は速やかに改善するというＰＤＣＡ、プラ

ン、ドゥ、チェック、アクションでございますが、この一連のサイクルが制度化されて

います。 
 
 目標の達成度を評価するのが事後評価でありまして、事後評価とは交付金がもたらし

た成果等を客観的に検証し、今後のまちづくりのあり方を検討すること及び、事業の成

果を住民に分かりやすく説明することを目的としています。 
 事後評価は、次の５項目により実施することとなっております。 
（１）方法書の作成、（２）都市再生整備計画の目標の達成状況の確認、（３）今後のま

ちづくり方策等の作成、（４）まちづくり交付金評価委員会による審議、（５）事後評価

シートの作成であります。 
 事後評価の実施にあたっては、第３者の意見を求める機関として学識経験者等から構

成される委員会を設置するものとされており、また、委員会の審議は、事後評価結果の

合理性・客観性を担保するため必須とされています。 
 まちづくり交付金評価委員会の目的は、事後評価等が適切に遂行されたことを中立、

公平な立場で確認していただき意見を求めること及び、今後のまちづくり方策等につい

ても意見を求めることとなっております。 
 委員会の役割としまして（１）事後評価手続き等に係る審議、（２）今後のまちづく

りの方策等に係る審議であります。 
 委員会の構成でありますが、要件を満たすものであれば、既存機関の委員により、ま

ちづくり交付金評価委員会を構成してもよいこととなっており、また都市計画審議会条

例第２条に、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するとなっていること

から、このまちづくり交付金の事後評価を都市計画審議会の皆様にお願いしたいと考え

ております。 
 よろしくお願いいたします。 
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水口会長 

 ありがとうございました。 
 まちづくり交付金とは、それまで個別の事業ごとに国の補助金があったものを、同じ

目的のものに選択して使えるようにした制度で、資料にもありますように、割と住民の

目に付く部分で交付金を活用し事業が行われています。 
 今のお話のように、まちづくり交付金で行った事業の事後評価を行う事後評価委員会

を、富士宮市においては都市計画審議会で行っていただきたいとのことですが、今後の

スケジュールについて、いつ頃、どのような活動を行うのか補足をしていただけますで

しょうか。 
 
主幹兼計画係長 
 現在、事務局で想定していますスケジュールですが、本日、この内容についてご承諾をいた

だけましたら、本年８月頃に都市計画審議会の案件がございますので、予定が許せば、まち

づくり交付金で実施された現場をご覧いただきたいと考えております。 

 その後、年内に議案としてご審議いただきたいと考えております。 

 

水口会長 

 都市計画法に定められた法定計画の附議というのが審議会の一番の役割であります。 
 また、先ほどの景観法のように、その他の法律により審議会への附議が定められてい

るものがあります。 
 その他に、法律の位置づけはありませんが、市長が必要に応じ都市計画審議会へ諮問

するものや、市長の諮問がなくても都市計画審議会から主体的に建議するケースもあり

ます。 
 今回は、まちづくり交付金の事後評価について市長が諮問するケースであり、具体的な審

議は次回の現場視察を経てからとなりますが、現時点で皆様から質問等ございますでしょう

か。 

 

竹内委員 

 事後評価をするにあたっては、当然事前の評価に関する資料が必要となりますが、次

回にはそれらの資料をいただけるのでしょうか。 
 
都市計画課長 

 このまちづくり交付金事業は５年間で行う事業であります。事業を行うに際しては、

先ほど説明がありましたように、都市再生整備計画を国に提出して認められて事業を行

います。 
 その都市再生整備計画の中に、目標や事前評価、事業内容を定めており、次回にはそ

れらの資料やまちづくり交付金事業の一連の流れについてもご説明させていただきた

いと考えております。 
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水口会長 

 その他、皆様から質問等ございますでしょうか。 
 それでは、本日の審議事項１件、報告事項２件は終了いたしましたので、進行を事務

局へお返しいたします。 
 

進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 委員の皆様、長時間のご審議ありがとうございました。 
 会長におかれましては、会議の進行ご苦労さまでした。 
 先ほども申し上げましたが、次回は８月ごろの開催を予定しております。 
 審議案件が上がり次第ご連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
 それでは、本日の日程はすべて終了いたしましたので、都市計画審議会を閉会させて

いただきます。 
 皆様ご苦労さまでした。 
 


